
理 由 書 
 

４号下古沢緑地は、「厚木都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」において、計画

的な市街地整備が行われている森の里東地区に配置するものとされています。 

今回、森の里東地区における組合施行の土地区画整理事業の進捗により、区域の境界が明らか

になったことから、本地区における残存樹林地について、その維持・保全を図るため、本案のと

おり４号下古沢緑地の区域を変更するものです。 


